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号証 標目（原本・写しの別） 作成年月日 作成者 立証趣旨

甲B72 渋谷秀樹『憲法第 写 2017年 4月 渋谷秀樹 国民主権原理は「治者と被

3版』 469頁 し 30日 治者の自同性、すなわち誰

もが治者となりうること

をその本質」としており

「被選挙権、すなわち国民

代表となりうる資格（能

カ）も保障されるという結

論以外は導出不能」と説明

されていること等。

甲B73 興津征雄「立法不作 写 2022年 10 興津征雄 被侵害利益の基本的内容

為の救済手段とし し 月 等が憲法上一義的に定め

ての確認訴訟ー最 られているか否かを違法

高裁令和 4年 5月 確認請求における確認の

25日大法廷判決（国 利益を認める要件とする

民審査権訴訟）をめ ことは、「公法上の当事者

ぐって」ジュリスト 訴訟としての確認訴訟」の

1576号 112~117頁 訴訟要件として「かつての

無名抗告訴訟の解釈論を

類推する」ものとなり「適

当ではな」いこと、令和 4

年最大判が権利の明白性

に言及した点については

「最高裁として違法確認

訴訟を適法と認めた初め

ての判決であることにか

んがみ、立法府の権限を侵

すものではないことを確

認的に判示するにとどめ

たものと読むのが妥当」で

あること (116頁）等。
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甲B74 長谷部恭男編『注釈 写 2017年 1月 宍戸常寿 憲法 11条後段が保障する

日本国憲法(2)10条 し 30日 不可侵な「基本的人権」の

-24条』（有斐閣、 意義について、金森徳次郎

2017年） ［宍戸常 国務大臣は憲法制定時に、

寿］51~55頁 「この憲法は全ての基本

的人権を保障して居りま

す故に、その後段に於て、

『この憲法が国民に保障

する基本的人権』と云う所

は全ての基本的人権でな

ければならない」と説明し

ており「13条以下に列記さ

れた個別的権利の単なる

総称ではなく『すべての基

本的人権』を指す、とする

のが憲法制定時の理解」で

あったこと、同条の「基本

的人権」には「前国家的権

利ないし自由権にとどま

らず社会権 ・参政権等」も

含まれること等。
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甲B75 第 183回国会衆議 写 2013年 5月 衆議院 ①公職選挙法旧 11条1項1

院「政治倫理の確立 し 21日 号の改正過程では、成年被

及び公職選挙法改 後見人の選挙権が一律に

正に関する特別委 解禁されたが、その理由に

員会」鏃録第十一号 ついては、 「被後見人の

方々は・ ・・ 極めて多様で、

十分に選挙権行使ができ

る能力をお持ちの方もた

くさんいらっしゃる」（北

側一雄議員発言）、「成年被

後見人の方々、 十六万を超

える多くの方々がその制

度を活用しておられる。認

知症の方あるいは精神障

害、知的障害、そういう障

害をお持ちの方々が中心

でございますが、中は多様

でございます・ ・・ しかし、

生活全般について判断す

る能力が全ての分野にお

いて欠けているかという

と、決してそういうわけで

はない（逢沢一郎議員発

言）、「やはり、選挙権を行

使するに足る能力といっ

たものをどのように定義

するのかと い うことは大

変難しいということと、ま

た、仮に定義ができたとし

ても、一体誰がどのような

手続でそれを決定してい

くのかというような点に

ついても非常に難しいと

ころがございます。

4
 



そういった点で、現時点で

は、 一律に成年被後見人に

対しては選挙権を付与す

るということにしたもの

であります」（山田（宏）

議員発言）などと説明さ

れ、選挙権を行使する能力

を類型的に定義すること

が困難であるといった理

由が挙げられていたこと。

②公職選挙法旧 11条 1項 1

号の改正過程では、被選挙

権について、「選挙権、被

選挙権 ・・・ は・ ・・民主

主義のまさに土台である

選挙制度の根幹にかかわ

る事項であります。成年被

後見人の方の選挙権、被選

挙権の取り扱いにつきま

しては、ノーマライゼーシ

ョンの精神からも重要な

課題であるということは、

私たち、全て認識をしてい

るところでございます。」

（坂本副大臣発言）と説明

されていたこと等。

以上
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